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放
送
大
学
学
園
法
案
新
旧
対
照
表

注
：
第
十
五
条
に
つ
い
て
は
、
臨
時
国
会
に
提
出
予
定
の
「
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
の
施
行
後
の
条
文
案
で
あ
る
。

◎
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

（
傍
線
部
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
二
条

学
校
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
私
立
学
校
法
第
三
条
に
規
定
す
る
学
校

第
二
条

学
校
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
私
立
学
校
法
第
三
条
に
規
定
す
る
学
校

法
人
（
以
下
学
校
法
人
と
称
す
る
。
）
の
み
が
、
こ
れ
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る

法
人
（
以
下
学
校
法
人
と
称
す
る
。
）
の
み
が
、
こ
れ
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
削
除
）

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
放
送
大
学
学
園
は
、
大
学
を
設
置
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

第
四
条

国
立
学
校
、
こ
の
法
律
に
よ
つ
て
設
置
義
務
を
負
う
者
の
設
置
す
る
学
校
及

第
四
条

国
立
学
校
、
こ
の
法
律
に
よ
つ
て
設
置
義
務
を
負
う
者
の
設
置
す
る
学
校
及

び
都
道
府
県
の
設
置
す
る
学
校
（
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
を
除
く
。
）
の
ほ
か
、

び
都
道
府
県
の
設
置
す
る
学
校
（
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
を
除
く
。
）
の
ほ
か
、

学
校
（
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
）
の
通
常
の
課
程
（
以

学
校
（
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
）
の
通
常
の
課
程
（
以

下
全
日
制
の
課
程
と
い
う
。
）
、
夜
間
そ
の
他
特
別
の
時
間
又
は
時
期
に
お
い
て
授

下
全
日
制
の
課
程
と
い
う
。
）
、
夜
間
そ
の
他
特
別
の
時
間
又
は
時
期
に
お
い
て
授

業
を
行
う
課
程
（
以
下
定
時
制
の
課
程
と
い
う
。
）
及
び
通
信
に
よ
る
教
育
を
行
う

業
を
行
う
課
程
（
以
下
定
時
制
の
課
程
と
い
う
。
）
及
び
通
信
に
よ
る
教
育
を
行
う

課
程
（
以
下
通
信
制
の
課
程
と
い
う
。
）
、
大
学
の
学
部
、
大
学
院
及
び
大
学
院
の

課
程
（
以
下
通
信
制
の
課
程
と
い
う
。
）
、
大
学
の
学
部
、
大
学
院
及
び
大
学
院
の

研
究
科
並
び
に
第
六
十
九
条
の
二
第
二
項
の
大
学
の
学
科
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る

研
究
科
並
び
に
第
六
十
九
条
の
二
第
二
項
の
大
学
の
学
科
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
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。
）
の
設
置
廃
止
、
設
置
者
の
変
更
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に

。
）
の
設
置
廃
止
、
設
置
者
の
変
更
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
学
校
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
の
認
可
を
受
け
な

掲
げ
る
学
校
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
の
認
可
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

公
立
又
は
私
立
の
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校

文
部
科
学
大
臣

一

公
立
又
は
私
立
の
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
並
び
に
放
送
大
学
学
園
の
設
置
す

二
～
三

（
略
）

る
大
学

文
部
科
学
大
臣

２
～
３

（
略
）

二
～
三

（
略
）

２
～
３

（
略
）

第
十
五
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
公
立
又
は
私
立
の
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
が
、
設

第
十
五
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
公
立
又
は
私
立
の
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
並
び
に

備
、
授
業
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
、
法
令
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と

放
送
大
学
学
園
の
設
置
す
る
大
学
が
、
設
備
、
授
業
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
、
法

き
は
、
当
該
学
校
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で

令
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
学
校
に
対
し
、
必
要
な
措
置

き
る
。

を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

第
六
十
四
条

公
立
又
は
私
立
の
大
学
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
所
轄
と
す
る
。

第
六
十
四
条

公
立
若
し
く
は
私
立
の
大
学
又
は
放
送
大
学
学
園
の
設
置
す
る
大
学
は

、
文
部
科
学
大
臣
の
所
轄
と
す
る
。
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◎
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
五
月
二
日
法
律
第
百
三
十
二
号
）

（
傍
線
部
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
及
び
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
の
解
釈
に
関
し
て
は
、

第
二
条

こ
の
法
律
及
び
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
の
解
釈
に
関
し
て
は
、

次
の
定
義
に
従
う
も
の
と
す
る
。

次
の
定
義
に
従
う
も
の
と
す
る
。

一
～
三
の
二

（
略
）

一
～
三
の
二

（
略
）

三
の
三

「
一
般
放
送
事
業
者
」
と
は
、
協
会
及
び
放
送
大
学
学
園
法
（
平
成
十

三
の
三

「
一
般
放
送
事
業
者
」
と
は
、
協
会
及
び
放
送
大
学
学
園
（
以
下
「
学

四
年
法
律
第

号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
園
（
以
下
「
学
園
」

園
」
と
い
う
。
）
以
外
の
放
送
事
業
者
を
い
う
。

と
い
う
。
）
以
外
の
放
送
事
業
者
を
い
う
。

三
の
四
～
六

(

略)

三
の
四
～
六

(

略)

（
放
送
番
組
の
編
集
等
に
関
す
る
通
則
等
の
適
用
）

（
放
送
番
組
の
編
集
等
に
関
す
る
通
則
等
の
適
用
）

第
五
十
条
の
二

第
三
条
の
二
第
二
項
、
第
三
条
の
三
、
第
三
条
の
四
、
第
六
条
の

第
五
十
条
の
二

第
三
条
の
二
第
二
項
、
第
三
条
の
三
、
第
三
条
の
四
、
第
六
条
の

二
、
第
五
十
二
条
の
十
三
第
一
項
第
五
号
（
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。

二
、
第
五
十
二
条
の
十
三
第
一
項
第
五
号
（
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）
、
第
五
十
二
条
の
十
五
第
二
項
、
第
五
十
二
条
の
十
八
第
一
項
、
第
五
十
二
条
の

）
、
第
五
十
二
条
の
十
五
第
二
項
、
第
五
十
二
条
の
十
八
、
第
五
十
二
条
の
二
十
及

二
十
及
び
第
五
十
二
条
の
二
十
八
の
規
定
は
、
学
園
に
は
、
適
用
し
な
い
。

び
第
五
十
二
条
の
二
十
八
の
規
定
は
、
学
園
に
は
、
適
用
し
な
い
。
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◎
地
方
財
政
再
建
促
進
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）

（
傍
線
部
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
退
職
手
当
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
地
方
債
等
）

（
退
職
手
当
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
地
方
債
等
）

第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
四
条

（
略
）

２

地
方
公
共
団
体
は
、
当
分
の
間
、
国
（
国
の
地
方
行
政
機
関
及
び
裁
判
所
法

（

２

地
方
公
共
団
体
は
、
当
分
の
間
、
国
（
国
の
地
方
行
政
機
関
及
び
裁
判
所
法

（

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条

に
規
定
す
る
下
級
裁
判
所
を
含
む
。

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条

に
規
定
す
る
下
級
裁
判
所
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
、
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第

以
下
同
じ
。
）
、
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第

百
三
号
）
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
で
あ
つ
て
当
該
独
立
行
政

百
三
号
）
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
で
あ
つ
て
当
該
独
立
行
政

法
人
に
対
す
る
国
の
出
資
の
状
況
及
び
関
与
、
当
該
独
立
行
政
法
人
の
業
務
の
内
容

法
人
に
対
す
る
国
の
出
資
の
状
況
及
び
関
与
、
当
該
独
立
行
政
法
人
の
業
務
の
内
容

そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
こ
の
項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の

そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
こ
の
項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の

と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
都
市
基
盤
整
備
公
団
、

と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
都
市
基
盤
整
備
公
団
、

緑
資
源
公
団
、
石
油
公
団
、
地
域
振
興
整
備
公
団
、
水
資
源
開
発
公
団
、
日
本
道
路

緑
資
源
公
団
、
石
油
公
団
、
地
域
振
興
整
備
公
団
、
水
資
源
開
発
公
団
、
日
本
道
路

公
団
、
首
都
高
速
道
路
公
団
、
阪
神
高
速
道
路
公
団
、
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
、
日

公
団
、
首
都
高
速
道
路
公
団
、
阪
神
高
速
道
路
公
団
、
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
、
日

本
鉄
道
建
設
公
団
、
新
東
京
国
際
空
港
公
団
、
年
金
資
金
運
用
基
金
、
簡
易
保
険
福

本
鉄
道
建
設
公
団
、
新
東
京
国
際
空
港
公
団
、
年
金
資
金
運
用
基
金
、
簡
易
保
険
福

祉
事
業
団
、
日
本
原
子
力
研
究
所
、
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
開
発
機
構
、
宇
宙
開
発
事
業

祉
事
業
団
、
日
本
原
子
力
研
究
所
、
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
開
発
機
構
、
宇
宙
開
発
事
業

団
、
労
働
福
祉
事
業
団
、
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
、
金
属
鉱
業
事
業
団
、
農
畜
産
業

団
、
労
働
福
祉
事
業
団
、
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
、
金
属
鉱
業
事
業
団
、
農
畜
産
業

振
興
事
業
団
、
中
小
企
業
総
合
事
業
団
、
環
境
事
業
団
、
国
民
生
活
金
融
公
庫
、
住

振
興
事
業
団
、
中
小
企
業
総
合
事
業
団
、
環
境
事
業
団
、
国
民
生
活
金
融
公
庫
、
住
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宅
金
融
公
庫
、
農
林
漁
業
金
融
公
庫
、
中
小
企
業
金
融
公
庫
、
公
営
企
業
金
融
公
庫

宅
金
融
公
庫
、
農
林
漁
業
金
融
公
庫
、
中
小
企
業
金
融
公
庫
、
公
営
企
業
金
融
公
庫

、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
、
日
本
学
術
振
興
会
、
心
身
障

、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
、
日
本
学
術
振
興
会
、
放
送
大

害
者
福
祉
協
会
、
国
際
協
力
事
業
団
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構

学
学
園
、
心
身
障
害
者
福
祉
協
会
、
国
際
協
力
事
業
団
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技

若
し
く
は
運
輸
施
設
整
備
事
業
団
（
以
下
「
公
団
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
寄
附

術
総
合
開
発
機
構
若
し
く
は
運
輸
施
設
整
備
事
業
団
（
以
下
「
公
団
等
」
と
い
う
。

金
、
法
律
又
は
政
令
の
規
定
に
基
づ
か
な
い
負
担
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

）
に
対
し
、
寄
附
金
、
法
律
又
は
政
令
の
規
定
に
基
づ
か
な
い
負
担
金
そ
の
他
こ
れ

（
こ
れ
に
相
当
す
る
物
品
等
を
含
む
。
以
下
「
寄
附
金
等
」
と
い
う
。
）
を
支
出
し

ら
に
類
す
る
も
の
（
こ
れ
に
相
当
す
る
物
品
等
を
含
む
。
以
下
「
寄
附
金
等
」
と
い

て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
施
設
を
国
、
独
立
行
政
法
人
又

う
。
）
を
支
出
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
施
設
を
国
、

は
公
団
等
に
移
管
し
よ
う
と
す
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
政
令

独
立
行
政
法
人
又
は
公
団
等
に
移
管
し
よ
う
と
す
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
と

で
定
め
る
場
合
に
お
け
る
国
、
独
立
行
政
法
人
又
は
公
団
等
と
当
該
地
方
公
共
団
体

認
め
ら
れ
る
政
令
で
定
め
る
場
合
に
お
け
る
国
、
独
立
行
政
法
人
又
は
公
団
等
と
当

と
の
協
議
に
基
づ
い
て
支
出
す
る
寄
附
金
等
で
、
あ
ら
か
じ
め
総
務
大
臣
に
協
議
し

該
地
方
公
共
団
体
と
の
協
議
に
基
づ
い
て
支
出
す
る
寄
附
金
等
で
、
あ
ら
か
じ
め
総

、
そ
の
同
意
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

務
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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◎
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
）

（
傍
線
部
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

名
称

根
拠
法

名
称

根
拠
法

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金

平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法

平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金

平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法

律
第
六
十
六
号
）

律
第
六
十
六
号
）

放
送
大
学
学
園

放
送
大
学
学
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第

号
）

放
送
大
学
学
園

放
送
大
学
学
園
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
八
十
号
）

北
方
領
土
問
題
対
策
協
会

北
方
領
土
問
題
対
策
協
会
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
四
号

北
方
領
土
問
題
対
策
協
会

北
方
領
土
問
題
対
策
協
会
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
四
号

）

）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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◎
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第

号
）

（
傍
線
部
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
（
第
二
条
関
係
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

名
称

根
拠
法

名
称

根
拠
法

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金

平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法

平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金

平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法

律
第
六
十
六
号
）

律
第
六
十
六
号
）

放
送
大
学
学
園

放
送
大
学
学
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第

号
）

放
送
大
学
学
園

放
送
大
学
学
園
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
八
十
号
）

北
方
領
土
問
題
対
策
協
会

北
方
領
土
問
題
対
策
協
会
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
四
号

北
方
領
土
問
題
対
策
協
会

北
方
領
土
問
題
対
策
協
会
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
四
号

）

）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）


